
  
問 農政課農政企画係、農業担い手係　☎573-5635

さまざまな角度から市内農業者をサポートします！

農業機械の購入費用を補助農業機械の購入費用を補助
　市内の農業者などが、農業経営基盤の安
定化のために購入する農業機械などの費用
の一部を補助します。

【 対 象 者 】 市内の認定農業者または地域
計画に位置付けられる農業者

【対象経費】 購入価格が 50 万円を超える
農業機械など（農業以外の用途に供するこ
とができるものを除く）

補助率 補助上限
従来型
農業機械枠

本 体 価 格（ 税 抜 ）
の 30％以内 50 万円

スマート
農業推進枠

本 体 価 格（ 税 抜 ）
の 50％以内 125 万円

【申請期間】 4 月 1 日㊌〜 30 日㊍

市 HP

【 そ の 他 】 審査のうえ対象者を決
定するため先着順ではありません。詳
細は市ホームページをご確認ください。

ハウス内環境を「見える化」環境測定装置購入を補助
　データ駆動型スマート農業による“儲かる農
業”を実現するため、ハウス内環境を見える化
する環境測定装置の導入に係る経費の一部を補
助します。

【 対 象 者 】 市内に住所を有するキュウリまた
はイチゴ生産者で、生育データや出荷データの
提供に同意し、月１回程度の共有会議へ参加で
きる人

【対象経費】 指定する環境測定装置（アウル、
あぐりログ、e-kakashi）の導入に係る経費

【申請期間】 4 月 1 日㊌〜
※予算上限に達し次第受け付けを終了します。

市 HP
【 そ の 他 】 申請方法などの詳細は市
ホームページをご確認ください。

【 補 助 率 】 2 分の 1 以内（上限 15 万円）

※このスペースは有料広告です。詳しくは、秘書広報課（☎ 575-1113）にお問い合わせください。

　自ら生産した農作物や地域で生産された
農作物を加工し、販売するための経費を助
成します。

【 対 象 者 】 �次のいずれかに該当する人
①市内に住所がある農業者など
②農業者などを含む組織や団体
③�民間企業（市内の農業者などと連携した

場合に限る）
【対象経費】 原材料費、機械装置購入および
リース料、外注加工費、委託費、広告宣伝費など

【申請期間】 ① 4 月 1 日㊌〜 5 月 15 日㊎
② 9 月 1日㊋〜 10 月 15 日㊍

※①で予算に達した場合は②の募集は行いません。

市 HP

【 そ の 他 】 審査のうえ対象者を決
定するため先着順ではありません。詳
細は市ホームページをご確認ください。

【 補 助 率 】 ４分の３以内（上限 100 万円）

農作物の加工・販売経費を助成農作物の加工・販売経費を助成

¦　だて市政だより   2026.415


